
別紙６ 

施設・設備等教育環境について 
高等学校通信教育規程の 

定める基準 
徳風高等学校 

通信教育連携協力施設 

徳風技能専門学校 鴻池学園高等専修学校 大阪技能専門学校 

第７条 実施校の施設及び設備は、

指導上、保健衛生上、安全上及び

管理上適切なものでなければな

らない。 

校地、校舎等は自己所有であり、

負担附ではない。 

同左。 校地、校舎等は自己所有である

が、実習等に使う畑は借用地であ

る。 

校地、校舎等は自己所有である。 

本校の教育施設は次のとおりで

ある。 

〇実施校 

徳風高等学校 

〇面接指導等実施施設 

徳風技能専門学校 

鴻池学園高等専修学校 

大阪技能専門学校 

〇学習等支援施設 

同上。 

 同校は、通信規程第３条第２項の

規定により、「特別の事情があり、か

つ、教育上支障がない場合」に面接

指導等実施施設とすることができ

る専修学校である。また、同校は、

「高専併修制度」（学校教育法施行

規則第 98 条第１号の規定に基づ

き、専修学校での学修を高等学校に

おける科目の履修とみなし、当該科

目を高等学校の単位として認定で

きる制度のこと。「高専併修」は本校

独自の呼称。）を活用している専修

学校である。 

 同校は、通信規程第３条第１項の

規定に基づく通信教育連携協力施

設（面接指導等実施施設、学習指導

支援施設）であり、通信規程第３条

第２項の規定により「特別の事情が

あり、かつ、教育上支障がない場合」

に面接指導等実施施設とすること

ができる専修学校である。 

また、同校は指定技能教育施設

（学校教育法第 55条の規定による

指定を受けた技能教育のための施

設）である。 

同左。 

計画的に施設改修等を行いなが

ら教育環境の整備に努めている。 

また、最寄りのＪＲ亀山駅からス

クールバスで約５分（徒歩で約 30

分）の郊外に位置し、周辺に教育上

相応しくない施設等もなく、小高い

丘の上の自然豊かな修学に適切な

環境にある。 

各種法令等を遵守し、校舎は耐震

工事を完了している。 

同左。 最寄りの鴻池新田駅（ＪＲ学研都

市線）から徒歩数分に位置し、通学

の便は良い。周辺には商店街もある

が教育上相応しくない施設等はな

い。 

校舎は各種法令等を遵守し、基準

に適合している。 

ＪＲ阪和線の東岸和田駅から徒

歩約 15分の郊外に位置し、周辺に

は教育上相応しくない施設等はな

い。 

校舎は各種法令等を遵守し、耐震

基準に適合している。 

 保健衛生上必要な給水設備は備

えている。また、水質検査を定期的

に実施しており、水質に係る衛生上

の問題はない。 

 同左。  保健衛生上必要な給水設備は備

えている。また、水質検査を定期的

に実施しており、水質に係る衛生上

の問題はない。 

水道局が管理している水を直接

利用していため、水質検査を定期的

に実施していないが、水質に係る衛

生上の問題はない。 



 防火管理責任者を２名配置し、定

期検査も行い、消防署にも報告して

いる。防火・消火設備は備えている。 

 同左。  防火・消火設備は備えている。消

防用設備等の点検を実施して、消防

法第１７条の３の３の規定に基づ

き市消防本部に点検結果を報告し

ている。 

消防用設備等の点検を実施し、消

防法第１７条の３の３の規定に基

づき市消防本部に点検結果を報告

している。 

第８条 通信制の課程のみを置く

高等学校（以下「独立校」という。）

の校舎の面積は、1200平方メート

ル以上とする。ただし、次条第４

項の規定により、他の学校等の施

設を兼用する場合又は地域の実

態その他により特別の事情があ

り、かつ、教育上支障がない場合

は、この限りでない。 

校舎面積は１２８０平方メート

ルである。 

 同左。 校舎面積は８３５平方メートル

である。 

 校舎面積は２０８５平方メート

ルである。 

第９条 実施校の校舎には、少なく

とも次に掲げる施設を備えなけ

ればならない。 

一 教室（普通教室、特別教室等

とする。） 

二 図書室、保健室 

三 職員室 

２ 前項に掲げる施設のほか、必要

に応じて、専門教育を施すための

施設を備えるものとする。 

 本校は、教室（普通教室、特別教

室等）は概ね備えており、図書室、

保健室及び職員室も備えている。た

だし、理科の実験・実習を行うため

の特別教室は備えていない。（理科

の実験・実習は普通教室で実施して

いる。） 

また、専門教育を施すための施設

は備えている。 

専門教育を施すための施設は備

えている。 

教室（普通教室、特別教室）、保健

室及び職員室は備えているが、図書

室は備えていない。 

専門教育を施すための施設は備

えている。 

教室（普通教室、特別教室）及び

職員室は備えているが、図書室及び

保健室は備えていない。 

専門教育を施すための施設は備

えている。 

第９条 

４ 独立校における第１項第一号

及び第二号に掲げる施設につい

ては、当該独立校と同一の敷地内

又は当該独立校の敷地の隣接地

に所在する他の学校等の当該各

号に掲げる施設に相当する施設

を兼用することができる。 

 教室（普通教室、特別教室等）、図

書室及び保健室は、本校と同一の敷

地内に所在する同校と兼用してい

る。 

 同校の専門教育を施すための施

設を除き、教室（普通教室、特別教

室等）、図書室及び保健室は、同校と

同一の敷地内に所在する本校と兼

用している。 

 施設の共用の実態はない。  施設の共用の実態はない。 

 


